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エルバーフェルト制度の展開 (1) 

加 来 祥 男

はじめに

1853年からドイツの繊維工業都市エルバーフ

ェルトで実施された救貧制度は，一般に「エル

バーフェルト制度」とよばれ，プロイセンをは

じめとするドイツの多くの都市の救貧制度に大

きな影響を与えたばかりではなく，欧米諸国か

らも注目された。わが国における民生委員制度

の原型もここに求められている。この制度の成

立過程と，制度が実施されはじめて以降の約10

年間の活動実績は，既に明らかにされているの

で1)，本稿ではそれに続いて， 1860年代から第 1

次世界大戦の勃発にいたる時期に，エルバーフ

ェルト制度がどのように運用され，どのような

実績をあげたのか，を考察しよう。

I 制度の改正・拡充とその周辺

(1) 制度の改正・拡充

エルバーフェルト制度は，全体の枠組みを設

定する「エルバーフェルト市新救貧規則」 Neue

Armenordnung ftir die Gemeinde Elberfeld 

1) 加来祥男「エルバーフェルト制度の成立」（『甲南

経済学論集』第31巻第 4号， 1991年），同「エルバー

フェルト制度1853-1861年」（北海道大学『経済学研

究』第43巻第 4号， 1994年）を参照。

（以下，「新規則」と略す），および，そのうえ

におかれた細則的な性格をもつ「エルバーフェ

ルト市救貧部業務規則」 Gesch註ftsordnungflir 

die st椒dtischeArmenverwaltung der Gemein-

de Elberfeld（以下，「業務規則」と略す）と「エ

ルバーフェルト市救貧部貧民扶助員・地区長に

対する指示」 Instructionfur die Armenpfleger 

und Bezirksvorsteher der st註dtischen Ar-

menverwaltung in Elberfeld（以下，「指示」と

略す），という 3種の規定を基礎として運営され

た。これらは1852年に制定され，翌53年 1月1

日から施行されたが，その後幾度かにわたって

改定された。そうした改定を手がかりとしなが

ら，制度の変遷をみることとしよう鸞

規定改定の内容を整理した第 1,2, 3表州こ

よると， 1876年までは 3規定のそれぞれで条項

の追加や削除がかなり行われたし， 3規定の間

で条項の移動もみられたが，その後の改定はき

わめて限られたものであったことがわかる。そ

して，初期の改定も制度の手直しや整備といっ

だ性格のものであったから，制度の基本的な骨

格は，それが成立してから第 1次世界大戦にい

たるまでの約60年間，そのまま維持されていた

ということができる。より具体的にみよう。

(a) 救貧部

「エルバーフェルト市における救貧制度を司

るために， 1850年 3月11日のゲマインデ条令第
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経済学研究第 63巻第3号

第 1表 エルバーフェルト市救貧規則とその変化

項 目 1852年 1861年 1876年 1890年 1905年 1917年 項 目

1-1-1=1=1=1  救貧機関としての市救貧部

2-----2-2 = 2 = 2 = 2 市救貧部の構成

3=3-3=3=3=3  市救貧部の任務

4―4 ----;'4―4― 4― 4 在宅救済と施設救済

5 : 5 ,‘、、• 5 = 5 = 5 = 5 名誉職を引き受ける義務

6 ¥ 6〉6―6=6=6 救貧部員などの役職の義務の遂行

7 ¥7  ‘、、 7=7=7=7  地区長・貧民扶助員の選出と任期

8 ＼心—8=8=8 地区長ー地区・貧民扶助員一区域

9¥ 9¥ 9=＝ 9=＝ 9=＝9 地区会議の開催

救済の申請

11•、ヽヽ 11 □11ー 11=11=11 貧民扶助員の任務

12¥12¥12一 12=12=12 地区会議における決議

13¥13:13-13=13=13 救済の基準と範囲

14•、、 14 14―14=14=14 市救貧部の任務・権限

＼ ＼ 15 ‘•15 、‘、 15-15=15=15 救済の現金・物品の交付

16、、 16\•16---9—,-16-----16-----16 救貧施設とその管理委員会

17¥17¥17‘‘, 17=17=17 管理委員会の任務

18¥18=18=18=18 業務規則・救貧部会議の開催

19―19=19=19 市救貧部の義務

20-20=20―20 物資の調達・現金の支払い

註： ＝は同一の内容，ーはほぼ同一の内容，＿―-は同じ項目を取り上げながら内容的には変化していることを示す。

●は新設の項目， Xは削除された項目を示す。

資料： NeueArmenordnung ftir die Gemeinde Elberfeld, beschlossen in der Gemeinde-Sitzung vom 9. Juni 

1852, in: Beilage zum Tiiglichen Anzeiger, Nr. 1, 1. Janu. 1853; Armen-Ordnung ftir die Stadt Elberfeld. 

Revidirt am 4. Janu. 1861, in : Protokolle der Stadtverordneten-Versammlung 1861/I. Halbjahr [DV109], 

Armen-Ordnung fiir die Stadt Elbeガeld.Revidirt am 4. ]anu. 1861 und am 21. Nov. 1876 [RII 52] ; 

Armen-Ordnung fiir die Stadt Elbeガeldvom 9. Juli 1852. WiedergejJriift am 4. ]anu. 1861, am 21. Nov. 

1876 und am 2. Dez. 1890 [RII 53] ; Armen-Ordnung fiir die Stadt Elbeガeld.Gesc賊ftsordnungfiir 

dies姐dtischeA rmenverwaltung. Gesc賊ftsordnungfiir die Bezirksvorsteher und Armenpfleger, Elberfled 

1905 [RII 52] ; Armen-Ordnung fiir die Stadt Elbeガeld.Gesc城ftsordungfiir die stiidtische Armenver-

waltung. Gesc城ftsordnungfiir die Bezirksvorsteher und Armenpfleger, Elberfeld 1917 [RII 797]. 

［ ］内は，エルバーフェルト市文書館所蔵の資料記号を示す。

救貧機関としての市救貧部

市救貧部の構成

市救貧部の任務

救貧の体制（在宅救済と施設救済）

地区長と貧民扶助員（選出と任期）

地区長ー地区・貧民扶助員一区域

地区会議の開催

救済の申請

貧民扶助員の任務

地区会議における決議

救済の基準と範囲

市救貧部の任務・権限

救済の現金・物資の交付

救貧施設とその管理委員会

業務規則・救貧部会議の開催

市救貧部の義務

物資の調達・現金の支払い

第 2表 エルバーフェルト市救貧部業務規則とその変化

項 目

市長＝救貧部長

部長代理

定例と臨時の救貧部会議

救貧部の決議

書記・書記代理の選出

教会代表者との会議

施設管理委員会との会議

在宅救貧財政の報告

救済委員会の業務担当者

註，資料：第 1表に同じ。

1852年 1861年 1876年 1890年 1905年 1917年

1 x 1 1 1 1 1 :／： 22  2 2 

4/4- ：口：： x/ ： ： ＿ ： ：一：

項 目

定例と臨時の救貧部会議

救貧部の決議

書記・書記代理の選出

施設管理委員会との会議

在宅救貧財政の報告

救済委員会の業務担当者

-2-



エルバーフェルト制度の展開 (1) 

第 3表 貧民扶助員・地区長に対する指示とその変化

項 目 |1861年（草案）1876年 1890年 1905年 1917年 項 目
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56条に基づいて，「市救貧部」，，StadtischeAr-

menverwaltung'' という名称の委員会 eine

Deputationが設置される」という 1852年「新規

則」第 1条は， 61年と76年に改定された。これ

は，準拠法が当初のゲマインデ条令 Gemeinde-

2) ここで用いる資料は，以下のとおりである。諸規

定とその改定については， Beilagezum Taglichen 
Anzeiger fur Berg und Mark, Nr. 1, Elberfeld, 
den 1, J anuar 1853（これは StadtWuppertal, Zum 
125jahrigen Jubilぬumdes < Elberfelder Systems> 
1853-1978, Wuppertal 1978に復刻されている）；

Armen-Ordnung flir die Stadt Elberfeld und 
Gesch註fts-Ordnungfur die st註dtischeArmenver-
waltung daselbst. Vom 9, Juli 1852. Revidirt, 4. 
Jnauar 1861 ; Entwurf. St註dtischeArmenpflege 
(Protokolle der Stadtverordnetenversammlung 
1861/I. Halbjahr [DV 109]) ; Statutarische Be-
stimmungen und Formulare der Elberfelder Ar-
menpflege, in: V. Bohmert, Das Armenwesen in 
77 deutschen Stadten und einigen Landar-
menverbiinden, Dresden 1886, S. 71-77; Armenord-
nung fi材rdie Stadt Elberfeld und Geschaftsord-
nung fur die s姐dtische Armen= Ve加 altung
daselbst. Vom 9. Juli 1852. Wiedergep呵"tam4. 
]anuar 1861, am 21. November 1876 und am 2. 
Dezember 1890 [RII 53] ; Armenordnung如
die Stadt Elberfeld. Gesc腋ftsordnungfur die 
stadtische Armenve加 altung. Geschaftsordnung 
f材rdie Bezirksvorsteher und Armenpfleger, Elber-
feld 1905 [RII 52] ; Armenordnung fur die Stadt 
Elberfeld. Gesc城ftsordnungfur die stiidtische 
Armenverwaltung. Gesc賊ftsordnung fi材r die 
Bezirksvorsteher und ArmenPfleger, Elberfeld 
1917 [RII 104] ([ ］は，ヴッパータール市文書舘所

蔵の資料番号を示す）を利用し，その他に，エルバー

フェルト制度の50年史である DieNeuordnung des 
Armenwesens der Stadt Elberfeld var 50 ]ahren. 
]ubilaums-Festschrift der Stadtischen Armenver-
waltung 1903, Elberfeld 1903, 75年史である Die
Elberfelder Wohlfahrtspflege, 3. Bd. Eine Uber-
sicht tiber die Entwicklung und den Stand der 
offentlichen und privaten Wohlfahrtspflege in 
der Stadt Elberfeld, hrsg. aus Anlass des 75j注

hrigen J ubil註urnsdes,,Elberfelder Systems" vom 
st註dtischenWohlfahrtsamt, Elberfeld [1938], 100 
年史である G.Werner, Hundert Jahre Hilfe von 
Mensch zu Mensch, in ; Hilfe van Mensch zu 
Mensch. 100 Jahre Elberfelder Armenpflege-
System 1853-1953, Wuppertal 1953, S. 16-78な

どによって補充した。

3) 「指示」の1861年の改定は全面的なものであった

から，このような形で表示することは不可能であ

る。 1852年から61年にかけての「指示」の変化につ

いては，前掲，加来「1853-1861年」の第 9表を参

照。

第 63巻第3号

Ordnung fi.ir den PreuBischen Staat. Vom 11. 

M註rz 1850から， 56年ライン都市条令 Stadte-

Ordnung fi.ir die Rheinprovinz. V om 15. Mai 

1856第54条 (61年）へ，さらには71年の扶助籍

の施行に関する法律 Gesetz, betreffend die 

Ausfi.ihrung des Bundesgesetzes i.iber den 

Untersti.itzungswohnsitz. V om 8, Marz 1871 

第 3条 (76年以降）へと変化したことによるも

のであった4)。

制度成立の当初，救貧部は「 4人の市議会議

員と 3人の市の有権者から構成され」ていたが

(52年「新規則」第 2条）， 61年に救貧部員のう

ち選挙権をもつ市民から選出される部員が 4人

に増員された (61年「新規則」第 2条）。同時に

この条項には， 60年 4月17日の条例 die orts-

statutarische Anordnung vom 17. April 1860 

に基づいて，「部長を務めるのは，上級市長，な

いし上級市長に委任された助役もしくは救貧部

員である」という，救貧部長とその代理に関す

る規定が加えられた。これは， 52年「業務規則」

第 1条が変更のうえでここに移されたものであ

った。

市救貧部が市民的な貧民救済の全体を担い

4) ドイツの地方自治制度や救貧制度の発展という，

重要で興味深い問題については，ここで立ち入るこ

とはできない。ただ， 1850年ゲマインデ条令第56条
の，「個別的な業務分野を継続的に管理し，また，個

別的な一定の案件や委託業務を処理するために，ゲ

マインデ議会の決議に基づいて，ゲマインデ議会議

員とゲマインデの有権者からなる特別委員会を構

成することができる」という規定は，そのまま56年
のライン都市条令第54条に引き継がれたこと， 71年
扶助籍施行法第 3条では，「ゲマインデの規定に基

づいて，すべてのゲマインデでは，公的な貧民扶助

を司るために，ゲマインデ執行部，ゲマインデ議会

議員から成る，また，適当だと思われる場合には他

のゲマインデ住民を加えた，執行部に属する特別の

委員会を構成することができる」と規定されている

こと，だけを確認しておこう。 Gesetz= Sammlung 
fiir die Koniglichen Preuf]ischen Staaten, 1850, S. 
228 ; 1856, S. 424 ; 1871, S. 130. 
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エルバーフェルト制度の展開 (1) 

（「新規則」第 3条），それが在宅の救済と施設

のそれからなるという点（同第 4条）には，変

化はなかった。

(b) 在宅救済

制度の中心である在宅の救済に関する機構は

そのまま維持された。主要な点を確認しておこ

う。

(1) 市は地区に，地区はさらに区域に分けられ

(1852年「新規則」第 6条），それぞれに地区長

と貧民扶助員がおかれた（同第 5条），そして，

市民は救貧制度にかかわるこれらの名誉職を引

き受ける義務があった (52年「指示」第 2条に

みられるこの規定は，ゲマインデ条令第137条に

基づくもので， 61年「指示」では，都市条令の

第54, 79条を基礎として第 8条におかれていた

が， 76年には扶助籍の施行に関する法律第 4'

5条に従って「新規則」第 5条に移された）。

(2) 各地区では地区長と貧民扶助員とによって

構成される地区会が 2週間に 1度開催され (52

年「新規則」第 7条），そこでは，救済の申請を

承認するか否かが多数決によって決定された

（同第10条）。

(3) すべての救済の申請einj edes Gesuch um 

Armenhi.ilf eは貧民扶助員に対してなされた

(52年「新規則」第 8条）。貧民扶助員は，申請

者の状況を調査したうえで救済を必要と認めた

場合には，地区会において，申請を紹介し，救

済を行うよう提案した seineAntr註gezu stel-

len（同第 9条）。

(4) 市救貧部は，各地区の救貧活動を監督し，

予算を作成した (52年「新規則」第12条）。

このように，在宅救済に関する基本的な機構

は維持されながらも，他方では，変更や拡充も

なされた。その 1つは，第 4表にみられるよう

に，救貧活動の単位となる地区や区域の数が増

第 4表 エルバーフェルトの救貧地区・区域数

年 地区 区域

1853 10 150 

55 18 252 

79 20 280 

81 22 308 

85 26 364 

88 30 420 

89 31 434 

93 34 476 

94 36 504 

95 37 518 

1905 39 546 

06 41 574 

11 41 575 

資料： Hilfevon Mensch zu Mensch. 100 ]ahre 

Elberfelder Armenpflege-System 1853-1953, 

Wuppertal 1953, S. 29, 36, 49, Jahrbuch der 

Stadt Elbeガeld,9. Jg., 1911, S. 147. 

加したことである (1852年「新規則」第 5条で

は，地区数10, 区域数150と規定されていた）。

61年「指示」第16条は，「 1人の貧民扶助員は，

一般的には， 4件をこえる貧民の世話をしない」

という規定を新たに設けたから，その原則から

すれば，人口増加などにより救済件数が増加し

てくるに伴って，こうした措置がとられるのは

当然のことであった乳

第 2に，救済の形態や期間は1861年の改定に

よってはっきりと規定された。即ち， 52年「指

示」第 7条では，救済は現金施与または食料や

衣料などの現物施与の形でなされることが記さ

れ，同第12条には，乱費の可能性がない場合に

は「現金での救済は一般的には拒否されるべき

ではない」という文言がみられたが， 61年「指

示」では，第40条で，うえの第 7条が簡略化の

うえで引き継がれるとともに，同41条は，「現金

の施与が一般的である」ことを明記した。また，

52年にはみられなかった救済期間に関する規定
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については， 61年「指示」第39条において，救 第12条で，「さしあたって……」以下の部分が削

済は最大で14日間と定められ，更新については 除されるとともに，同年の「指示」第 3条では

その都度審査されることが記された。救済の形 「公的資金からの救済が必要とみなされる」基

態と期間に関するこれらの規定が，その後はそ 準が明記された。その後，救済の基準と範囲が

のまま存続したことは，第 3表に示されるとお 救貧部によって決定されるという原則に則って，

りである。 第 5表に示されるような基準の引き上げが漸次

第 3の変更としてあげられるのは，救済の基 なされたのである 6)。

準に関する規定である。 1852年「新規則」第11 第 4の変更としては，扶養義務者に関する規

条では，「貧民救済がなされる基準とそれが認め 定をあげることができる。 1852年「指示」第 6

られる範囲については，市救貧部によって市参 条は，「市の資金による貧民救済の義務は，既に

事会の承認の下で，特別の指示が作成される。 示唆しておいたように，救済の義務を負い，そ

……さしあたっては， 1841年 4月の救貧規則と して，その能力をもつ他の者がいない限りにお

その補助規定とが効力をもつ」と規定されてい いて発生する」とし，そうした扶養の義務を負

たが， 61年にはうえの条項を引き継ぐ「新規則」 う者として，

5) みられるように， 1879年には地区数が 2つ増加し

た。その事情について市の年次報告は次のように記

している。「ここ数年間，平均救済数は504未満であ

ったから， 252の各区域では平均して 2件に満たな

かった。 1877•78年度にこの平均数は 3 近くにまで
上昇し，それからさらに救済件数が増加して，とく

にいくつかの地区では過重負担になったから， 1879

年の始めに 2つの地区が新設されて均衡が保たれ

るようになった。」 Beガchtiiber die Verwaltung 
und den Stand der Gemeinde-Angelegenheiten 
der Stadt Elberfeld fiir das Jahr vom 1. Apガl
1878 bis dahin 1879, S. 32.（このエルバーフェル

ト市年次報告については，以下では Beガchtfiir das 
Jahr xxxx, S. xxのように略記する。）

このように，状況に応じて地区や区域を再編する

ことが可能であった 1つの要因として，エルバーフ

ェルトでは「労働者階級はドイツのほとんどの都市

でよりもずっと広く市内に分散して居住しており，

純粋に労働者的性格をもった地区は存在しない」と

いう都市構造があげられよう。Reportof an Enquiry 
by the Board of Trade into Working Class Rents, 
Housing and Retail Prices, together with the 
Rates of Wages in Certain Occupations in the 
Pガncipal Industガal Towns of the German 
Empire, Londen, 1910, p. 225.かりに貧・下層民が

市内のある地域に集中してスラム街を形成してい

たとしたら，こうしたことには困難が伴ったと考え

られるからである。シュヴァッケも，工場地域と住

宅地域とのはっきりした区別がなかったことを，バ

ルメンとエルバーフェルトの特徴として指摘して

いる。 0.Schwacke, Entwicklung und Eigenart 
der kommunalen Wirtschaftspflege Elberjelds von 
der Mitte des 19. ]ahrhunderts bis zum Welt-
kガege,Diss. Koln 1931, S. 209. 

1)両親や祖父母，あるいは，それと逆の関

係にある親族，舅・姑と婿・嫁，

2) 住み込みの被用者に対する雇用主

Dienstherrschaft，および，

3) 契約によって扶養義務を負っている救済

金庫と疾病・死亡金庫，

をあげていた。

1861年「指示」第25条は， 3種の扶養義務者

についてはうえの規定を引き継いだが，そこで

は， 1) については，民法典 das burger liche 

Gestzbuch第203-214条によって配偶者が相互

に扶養義務を負うことが追加された。 2) につ

いては， 1844年に制定されたライン州僕婢条例

Gesindeordnung flir die Rheinprovinz vom 19. 

6) 1872年のエルバーフェルト市年次報告は，「食料

品価格の上昇を考慮して，市議会は，市救貧部の提

案に基づき，本年 (1872年ー加来） 9月10日の決議

によって，これまでの救済最高額を20％引き上げる

ことを承認した」と述べている。 Beガchtfur das 
Jahr 1872, S. 37. 1907年の基準引き上げも市救貧

部の提案によるものであった。 DieVerwaltung der 
Stadt Elberfeld in dem Zeitabschnitte 1900 bis 
1910, Elberfeld 1915, S. 214. 
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エルバーフェルト制度の展開 (1) 

第 5表救済の基準 （単位：マルク／週）

被救済者 1861年I) 1872年 1890年 1907年 1912年

単 身 者 2.50 3.00 3.50 3. 50-4. 504) 4. 50-5. 004) 

世 両市 主 2.50 3.00 3.00 3.50 3.80 

配 偶 者 1.90 2.00 2.50 2.50 2.80 

子供： 18歳以上 1. 70 2.00 3. 00/2. 203) 6.00 2.80 

15 (14) -18歳2) 1. 70 2.00 3. 00/2. 203) 4.00 2.80 

10-15 (14)歳2) 1.50 1.80 2.00 2.00 2.10 

5 -10歳 1.10 1.30 1.60 1.60 1. 70 

1-5歳 0.90 1.10 1.40 1.40 1. 70 

1歳未満 0.60 0.80 1.00 1.40 1. 70 

註： 1)1861年については 1マルク＝10ジルバーグロッシェンで換算。

2) 1890年以降は14歳が基準となる。

3) 1890年の14歳をこえる子供については，収入がある場合には3.00マルク。そうでない場合には，

2.20マルク。

4) 1907, 12年の単身者の場合，高齢などの特別の場合には，基準が引き上げられた。

資料： EntwurfSt註dtischeArmenpflege, S. 2 (Protokolle der Stadtverordnetenversammlung 1861/I. 

Halbjahr) [DV109] ; Stadtische Armenverwaltung Elberfeld, Instruction fiir die Bezirksvorsteher 

und Armenpfleger von 4. Januar 1861. Revidirt am 21. November 1876, S. 3; dies., Gesch昭sord-

nung fiir die Bezirksvorsteher und Armenpfleger vom. 4. Januar 1861. Wiedergepriift am 21. 

November 1876 und am 2. December 1890, S. 6 [RII 53] ; dies., Geschaftsordnung fiir die 

Bezirksvorsteher und Amenpfleger vom. 4. January 1861. Wiedergゆruftam 21. November 1876 

und am 2. December 1890, S. 6 [RII 797] ; Verwaltung der Stadt Elberfeld in dem Zeitabschnitte 

1900 bis 1910, Elberfeld 1915, S. 214. 

August 1844第25,26条に基づいて，全期間な

いし 4週間にわたる扶養義務が明記された。ま

た， 3)については，「救済金庫」のまえに「営

業」 gewerblichという言葉が添えられた。

1876年の「指示」第22条では，以上の 1)-3) 

の他に損害賠償としての救済義務を負う者とし

て，

4) 鉄道企業家，工場・採石場などを経営す

る企業家

が加えられた。これは， 1871年の雇用主賠償責

任法 Gesetz, betreffend die V erbindlichkeit 

zum Schadenersatz ftir die bei dem Betriebe 

von Eisenbahnen, Bergwerken, Fabriken, 

Steinbrtichen und Gr註bereienherbeigeftihrten 

T odtungen und Korperver letzungen, vom 7. 

Juni 1871第 1-3条の規定に基づくものであ

った。

さらに1890年「指示」第22条では， 3)のな

かで「営業金庫」が削除されて疾病・死亡金庫

などが残されるとともに，（a）疾病の場合には

種々の疾病金庫（地方，企業内，インヌングの

疾病金庫）や鉱夫共済組合金庫，任意救済金庫

が，（b）工場災害による生業不能や死亡の場合に

は経営者保険組合が，そして，（C）工場災害によ

らない生業不能あるいは70歳以上の場合には保

険団体Versicherungsanstaltenが，それぞれ扶

養義務者として加えられた。いうまでもなく，

これは， 83年の疾病保険法 Gesetz,betreffend 

die Krankenversicherung der Arbeiter. V om 

15. J uni 1883, 84年の労災保険法 Unfallversi-

cherungsgesetz. V om 6. Juli 1884, および， 89

年の廃疾・老齢保険法 Gesetz,betreff end die 
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Invalidit註ts-und Altersversicherung. V om 22 り救貧部の管轄から外されたりしたことであっ

Juni 1889に従っての追加規定であった。 た。個々についてみよう。

その後も1905年の「指示」第22条では， 1) 救貧院7) 施設救済の中心となったのは救貧

が，「a.直系の親族Verwandte in gerader 院であった。エルバーフェルトにおける救貧院

Linie, b.配偶者， c. 内縁の父親」と整理さ の起源は1800年にまでさかのぼることができる

れ， 17年には， 1911年の全国保険条令 Reichs— が， 53年からの新制度の下で利用されたのは，

versicherungsordnng. Vom 19. Juli 1911によ 27年に建設されたそれであった。この救貧院は

る社会保険立法の統合に対応して文章表現の手 その後も数度にわたって増改築され， 1912年に

直しが行われた。 は施設の名称が市保養院 das st註dtische Ver-

こうして，社会保険立法の成立・展開ととも sorgungshausと改められた。

に，それによる扶養義務者の範囲が拡大し，そ 遺児院と孤児院8) 遺児 Waisenに対する救

れとは逆に，市救貧部の救済対象とされる範囲 済も古くは救貧院のなかで行われていたが，

はそれだけ小さくなっていったのである。 1842年には遺児院が建設された。新しい救貧制

(c) 施設救済 度が実施され始めた時の遺児院はこれであった。

つづいて施設救済に関する規定をみよう。 しかし，これは手狭であったために， 54年には

新制度が実施され始めた1853年に救貧部の管 200人を収容できる遺児院が新たに建設された。

轄下におかれていた施設は，救貧院 das al卜 両親の疾病や遺棄などの理由によって身寄り

gemeine Armenhaus,遺児院 dasW aisenhaus, をなくした孤児verlassene Kinderも，もとも

救貧病院 dasArmenkrankenhausの3つであ とは遺児院に収容されていたが，うえの新遺児

り (52年「新規則」第 4条），これらは，各施設 院では両親ともにいない遺児 Vollwaisenだけ

におかれた管理委員会 einebesondere Direc- が受け入れられることになったため，孤児は一

tionによって運営されることになっていた（同 旦は市内の家庭や他の施設に移された。しかし，

第14条）。この方式はずっと維持されたが，管理 1856年には市救貧部が直轄する孤児院 die

委員会の名称は， 76年には eine besondere st註dtischeAnstalt fur verlassene Kinderが設

Verwaltungs-Deputationとなり， 90年以降は 置され，そのために旧遺児院の建物が使用され

ein besonderer Verwaltungs-AusschuB (od. ることとなった。これに対応して，施設救済の

V erwaltungsausschuB)という表現が用いられ 管理について規定した61年の「新規則」第15条

た。また，その構成は， 61年までは市議会議員 には，救貧院，遺児院，病院の 3施設の管理に

1人，市民 2人から成り立っていたが（「新規則」

第15条）， 76年からは，「この委員会の人数と構

成については，市議会が決定する」（「新規則」

第16条）こととなった。

施設救済に関してみられた，より大きな変化

は，一方では施設が拡充されたり新施設が追加

されたりしながら，他方では施設が統合された

- 8 -

7) 救貧院に関しては， DieNeuordnung, S. 64-65; 
Die Elberfelder Wohげahrt紗>jlege,3. Bd., S. 130-

135による。増改築のなかでも，とくに1877年， 98
年， 1910年のそれは大規模なものであったという。

8) 以下，遺児院と孤児院については， DieNeuord-
nung, S. 65-68 ; Die Ve加 altungder Stadt Elber-
feld in dem Zeitabschnitt 1891 bis 1902, Teil 1, 
Elberfeld 1906, S. 141-142, 146-147; Die Elberfel-
der Wohげahrt沙>Jl,ege,3. Bd., S. 225-228による。
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関する規定の後に，「市の孤児院は市救貧部の直

接の管理下におかれる」という文言が追加され

たのである。

その後1865年には，孤児院を遺児院の隣に移

転させることが市議会で決議された9)。しかし，

当時は孤児数が少なかったためにこの決議はす

ぐには実行されず，さしあたっては孤児もまた

遺児院に収容されることとなった。この暫定措

置はかなりの間続いたが，孤児数が増加してき

たことを背景として， 89年にはようやく移転が

実施された。制度面についてみれば， 76年「新

規則」第16条では，孤児院は他の救貧施設と同

等に位置づけられていたが， 1906年からは遺児

と孤児とは厳密に区別されなくなり， 12年には

両施設は遺児院として統合された。 17年「新規

則」第16条に孤児院という用語が見いだされな

いのはそのためである。

病院・伝染病院10) エルバーフェルトで貧困

者に対する医療が最初に行われたのは， 1827年

に開設された救貧院内においてであった。しか

し，これでは貧困患者数の増加に対応すること

ができず， 47年にはベッド数60の市立病院が建

設された。ここでは，まもなく行われた増築に

よって収容力が倍増し，一般の市民の診療も行

われるようになった。その後も， 63年の新病院

建設， 87年の組織整備（内科，外科，精神科と

いう 3部構成）， 91年の増改築決議，と病院の充

9) 1865年の孤児院移転が問題となったのは，以下の

ような事情による。 1つは，それまでの孤児院院長

が遺児院院長に配置換えとなり，その後任が補充さ

れなかったことにかかわっている。それは，両施設

を同一の院長によって管理することが合理的であ

ると考えられたからであるが， 2つの施設が距離的

に離れている場合には，それも実行不可能であっ

た。いま 1つの事情は，孤児院の建物を学校として

利用する必要が生じたことである。 DieBericlztガir
das 1865, S. 2-! ; Die Bericlzt fffr das 1869, S. 32 
-33. 

実が図られた。また72年には，市救貧部の提案

に基づいて， 63年までの旧病院がコレラや天然

痘といった伝染病だけを対象とする伝染病院

die Anstalt ftir epidemische Krankheitenに指

定され，救貧部の管理下におかれることになっ

た。 76年の「新規則」第16条は，病院と伝染病

院を市救貧部の管理下にある第 4'第 5の施設

としてあげている。

ところが，患者数のなかで一般市民の占める

割合が大きくなり，病院は救貧施設としての性

格を弱めていった。そこで， 1892年には病院と

伝染病院は救貧部の管轄外に移された。このこ

とをうけて， 1905年の「新規則」第16条では，

病院と伝染病院は救貧部管轄の組織からは削除

された。

浮浪者収容施設11) 旧制度の下では住居をも

たない浮浪者は救貧院に送られることになって

いたが，恒常的な住宅不足のために，新制度下

でもこうした人々に対する施設が必要とされた。

そのためにさしあたっては，使われなくなった

学校の校舎などが利用され12)，施設を管理する

監査委員会も設置された13)。こうした制度化を

10) 病院関係の建設と充実については， Beガchtfi"ir 
das Jahr 1872, S. 37; Die Neuordnung, S. 56-60; 
Die Ve加 altung der Stadt Elberfeld in dem 
Zeitabschnitte 1900 bis 1910, S. 221-222 ; Die 
Elber/elder Wal屯al111spflege,3. Bd., S. 315 ; G. 
Werner, a. a. 0., S. 52による。なお，医療扶助に

ついては以下のことをつけ加えておこう。その 1つ

は， 1892年に病院が救貧部の管轄を離れた後も，必

要な場合には，貧困者の病人は市病院に送られたこ

とである。その場合の費用は救貧部で負担され，在

宅貧民扶助として支出された。第 2に，こうした施

設の他に，在宅の貧困者の病人を診療するための救

貧医 Armenarzteの制度があった。その数は当初は

5人であったが，その後増加して， 1902年の時点で

は9人の一般医と 2人の専門医から構成されてい

た。

11) 浮浪者収容施設については， DieVencaltzmg der 
Stadt Elbe1feld in dem Zeitabsclmitt 1891 bis 
1902, Tei 1, S. 152; Die Neuordnung. S. 68-70に

よる。

-9-



経済学研究

確認するべく， 1876年には，「市の浮浪者収容施

設 <lasstadtische Local flir Obdachloseには

監査委員会がおかれる。／この委員会は，救貧部

の指示にしたがって施設を管理し，地区長と貧

民扶助員のための指示に準じてこの施設での貧

民扶助を行う」という「新規則」第17条および，

「浮浪者は，単身者であっても家族であっても，

無産で住むところがないような場合には，一時

的に浮浪者収容施設に送られることがある」と

いう「指示」第43条が追加された。

その後， 1888年には新しい収容施設が建設さ

れ， 90年「新規則」第16条では，浮浪者収容施

設は，救貧院などとならんで，救貧部の管轄下

におかれるという位置づけを与えられた。

以上でみてきたように，救貧部管轄下の施設

は， 1853年の 3施設から出発して90年には 6施

設にまで増加した後， 1905年には 4となり， 17

年には，その間の統合や名称変更によ？て，保

養院，遺児院，浮浪者収容施設の 3つに整理さ

れていた。

12) 1855年の改正救貧法Gesetzzur Erg註nzungder 
Gesetze vom 31. Dezember 1842. Uber die Ver-
pflichtung zur Armenpflege und die Aufnahme 
neu anziehender Personen. V om 21. Mai 1855第

11条では，「労働能力をもちながら，これまでの住居

を失ってから地方警察署で指定された期間内に別

の住居を入手しなかった人物に対しては，警察署が

その住居を手配しなければならない場合に限って，

住居がない期間の矯正施設Arbeitsanstaltへの居

留を指示することがある。」と規定されている。

Gesetz = Sammlung fur die Koniglichen 
Preu/3ischen Staaten. 1855, S. 314.この規定に従っ

て，エルバーフェルトでも浮浪者がブラウヴァイラ

ーにある州の矯正施設に送られることがあったけ

れども，その意味は限られたものであった。 Beガcht
fur das Jahr 1861, S. 20. 

13) この監査委員会がいつ設置されたのか，明らかで

はない。「新規則」をはじめとする1861年の諸規定に

はこれに関する記述はないが， 64年の市年次報告に

は既に「市収容施設の監査委員会」 dieAufsichts-
Commission des stadtischen Obdachsという言葉

がみられる。 Beガchtfur das Jahr 1864, S. 24. 

第 63巻第3号

(2) 周辺の制度と組織

制度の周辺でも種々の制度や施設・組織がつ

け加わった。それらについてもみておくことと

しよう。

a 遺児評議会14)

プロイセンでは， 1875年に制定され翌76年か

ら施行された後見条令Vormundschaftsord-

nung. V om 5. Juli 1875によって，地方自治体

も後見制度の一翼をになうこととなった。とい

うのは，うえの法律の第52条は「各ゲマインデ，

ないし地域的に区切ることのできるその 1部の

ために， 1名ないしそれ以上のゲマインデ成員

が遺児評議会 Waisenr註theとして後見裁判所

を補助しなければならない。……ゲマインデ官

庁の決議によって，遺児評議会という官署をゲ

マインデ行政機関の 1つの部署に委任したり，

あるいは，ゲマインデ行政機関の既存の機関と

合ーさせることができる」 15)と規定していたか

らである。遺児評議会の任務は，被後見人の安

寧・養育について監督すること，とりわけ，被

後見人の心身の養育に関する欠陥や義務違反を

告発し，必要に応じて被後見人の人となりに関

して報知することであり，それに加えて，後見

人ないし後見監督人として適任であると思われ

る人物を推挙することもそうであった。

エルバーフェルトでも遺児評議会が設置され，

それらは，以下に示すように，救貧部とその下

にあるそれぞれ諸機関に委任された。即ち，全

14) 遺児評議会については， Beガcht/Ur das Jahr 
1876 und das Quartal Januar/ Marz 1877, S. 42-43; 
Bericht /Ur das Jahr vom l. April 1880 bis dahin 
1881, S. 44 ; Die Neuordnung, S. 43-44 ; Die 
Verwaltung der Stadt Elberfeld in dem Zeitab-
schnitte 1900 bis 1910, S. 218 ; Die Elberfelder 
Wohlfahrtspflege, 3. Bd., S. 206-209 ; G. Werner, a. 
a. 0., S. 43-44による。

15) Gesetz = Sammlung /Ur die Kb"niglichen 
Preu/3ischen Staaten 1875, S. 443. 

-10-
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体として 3種の機関から構成される遺児評議会

のうち，遺児評議会本部 Zentral-Waisenratは

後見裁判所やその他の官庁に対して遺児評議会

を代表するもので，それには市救貧部の委員会

があてられた。その下には，救貧院と遺・孤児

院に収容されている被後見人のための遺児評議

会と上記の施設以外に居住する被後見人のため

の地区遺児評議会 Bezirks-W aisenr註theとが

おかれ，そのそれぞれには，各施設の遺児評議

会，および地区長と貧民扶助員があてられた。

また， 1878年の非行児童の収容に関する法律

Gesetz vom 13. M註rz1878 Uber die Unter-

bringung verwahrloster Kinderに基づいて，

後見裁判所は非行児童の矯正教育所への収容を

言い渡すことになったが，そのための提案を行

ったり，それについての協力をすることも遺児

評議会の任務となった。

その後， 1908年には職務上の後見の制度 Be-

rufsvormundschaftが導入された。エルバーフ

ェルト生まれの非嫡出子に対する後見人には一

様に救貧部の 1職員が推挙されることとなり，

救貧部内にはこの制度のために新しいポストも

設けられた。

b エルバーフェルト婦人協会16)

エルバーフェルト市救貧部は，自らの活動と

ならんで，福祉や保健・衛生の状態を向上・改

善するための種々の活動を奨励した。「困窮者救

済のためのエルバーフェルト婦人協会」 derEl-

berfelder Frauenverein zur Untersttitzung 

16) エルバーフェルト婦人協会については， Die
Neuordnung, S. 45, 77-78 ; Die Verwaltung der 
Stadt Elbeガeldin dem Zeitabchnitt 1891 bis 
1902, Teil 1, S. 167-172 ; Die Verwaltung der 
Stadt Elbeガeldin dem Zeitabchnitte 1900 bis 
1910, S. 240-245 ; Die ElbeガelderWohlfahrts-
pflege, 3. Bd., S. 604-622 ; G. Werner, a. a. 0., S. 
48-49による。

Hilfsbedtirftigerもそうしたなかから生み出さ

れた組織の 1つであった。この協会は，市助役

で救貧部長でもあったエルンスト FranzErnst 

の働きかけによって，救貧部を補助・補完する

ことを目的として1880年に結成された。設立時

の会員数は約1600人にのぼり，会員や賛助者な

どによる寄金は約 2万2000マルクに達した。協

会の主な活動は，困窮者に対する食料や衣料な

どの供給，貧しい妊婦に対する援助，託児所や

保育所での児童の世話，病弱学童のための休暇

中の保養，里子の保護・監督，であった。

c 保養施設17)

1877年には，エルバーフェルトの繊維企業家

であった商業顧問官ネヴィアント Eduard

Neviandtの寄付による老人保養施設ネヴィア

ント保養院が開設された。ネヴィアントは，土

地取得を含む施設の建設費約16万9000マルク，

開設後10年間の施設の維持・運営に必要な費用

6万9500マルクに加えて，利子を運用するため

の4000マルクを提供し，さらに，彼の遺産10万

マルクもこの施設に贈られた。ここへの受け入

れ条件は，無産で労働能力のない60歳以上の夫

妻と女子単身者のうち，受け入れ前の少なくと

も5年間はエルバーフェルトに居住し，品行方

正で，入院に不適当と思われる病気でないこと，

であった。施設内での生活と医療は無料であり，

週当たり 2マルクの手当も支給された。この施

設は委員会によって管理されたが，その委員会

を構成したのは，委員長を務める上級市長ない

しその代理と市議会で選出された 6人の委員

（うち 2人は市議会議員）であった。施設内の

17) 保養施設については， DieNeuordnung, S. 77, 
Die Verwaltung der Stadt Elberfeld in dem 
Zeitabchnitt 1891 bis 1902, Teil 1, S. 156-165 ; 
Die Elberjelder Wahげahrtspflege,3. Bd., S. 137-
153による。
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第 6表 エルバーフェルトの保養施設

施設名 開設年 資金提供者 入院資格 収容人数 管理体制

ネヴィアント保養院 1877年 枢密商業顧問官Eduard 無産で労働不能の夫婦 委員会

Neviandt および単身女性 委員長＝市長ないし

60歳以上 その代理

品行方正 6人の委員、（うち 2
エルバーフェルトに 5 人は市議会議員）

年間居住 院長：医師

エルプシュレー保養院 1894年 商人JuliusErbschloe 困窮した実直な夫婦お 36人 委員会

の遺産 よび単身女性 委員長＝市長ないし

60歳以上 その代理

エルバーフェルトに 5 6人の委員（うち 3

年間居住 人は市議会議員）

院長：医師

皇后アウグスタ保養院 1895年 エルバーフェルト市 救済を必要とする老人 30人 委員会

の単身女性 委員長＝市長ないし

品行方正 その代理

エルバーフェルトに 5 8人の委員（うち少

年間居住 なくとも 4人は市議

会議員）

院長；医師

皇帝ヴィルヘルム保養院 1896年 ベルク福祉協会 救済を必要とする労働 30人 委員会

枢密商業顧問官August 不能の単身男性 委員長＝市長ないし

von der Heydt 60歳以上 その代理

品行方正の市民 8人の委員（うち 2

人は福祉協会会員，

3人は市議会議員，

ハイトは常任委員）

院長：医師

老人保養所 1910年 枢密商業顧問官 C.A. 実直な市民 190人

Jungを始めとする市民

エルバーフェルト市

資料： DieVerwaltung der Stadt Elberfeld in dem Zeitabschnit 1891 bis 1902, Teil 1, Elberfeld 1905, S. 156-

162 ; Die Elberfelder Wahげahrtspflege,3. Bd., Elberfeld 1928, S. 137-153. 

運営責任者としては既婚の院長が任用された 18)0

エルバーフェルトではこのほかにも，市民の

寄付によって，場合によってはそれに市の資金

も投入されて，類似の老人保養施設が設立され

18) この施設に関して，以下の 3つのことを補足して

おきたい。第 1に，本文では受け入れ条件の 1つを

「エルバーフェルトに 5年間の居住」としたが，こ

れは DieElbe承elderWohlfahrtspflege, 3. Bd., S. 
148によったもので， Die Verwaltung der Stadt 
Elberfeld in dem Zeitabchnitt 1891 bis 1902, Teil 
1, S.156では「 3年間の居住」となっている。第 2
に，一定の金額を支払うことによって（例えば， 60-

た。それらを整理して示せば，第 6表のとおり

である。

65歳の場合には1000マルク），有産市民も受け入れ

られた。但し，それは収容者全体の 1/4をこえては

ならなかった。第 3に，施設にはネヴィアントから

の寄付の他に，彼の兄弟の遺産も贈られ，また，商

業顧問官シュミッツ夫人 Frau Kommerzinrat 
Julius Adolf Schmitsからの寄付もあった。このよ

うに豊富な資金は，施設の運営を賄うに十分であっ

た。
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II 救貧活実績と貧困者層の構成

これまでにみてきたような制度的な枠組みの

なかで，実際にはどのような救貧活動がなされ

たのであろうか。在宅救済と施設救済に分けて

みることとしよう。

(1) 在宅救済

(a) 救済の動向

在宅救済の件数，人数を示した第 7表による

と，まず，これらには年によってかなり大きな

増減がみられことがわかる。また，両者の間に

は大まかな同調関係がありながら，変動の振幅

では件数よりも人数の方が大きかったことも明

らかとなる。救済数の動きについて大まかな特

徴をあげれば，（1)1855年から73年までは， 58年，

66-67年という 2つの増大をはさみながらも，

救済数は減少傾向を示した。 (2)この動きは74年

に反転して， 70年代中葉から80年代中葉までの

10年間には救済数は増加したが，（3）その後は，

1890年代前半には上昇して後半には減少し，

1900年代前半には再び上昇して後半には減少す

る， といった循環的な動きを示した。

こうした動きについてまず注目されるのは，

景気変動との対応関係であろう。事実，市の年

次報告をみていくと，それにかかわる指摘を多

く見いだすことができる。若干の事例をあげる

こととしよう。

1855年から急激な減少を示してきた救済数は，

58年には前年に比して人数で45%，件数で25%

という大幅な増加を示した。 57年の市の年次報

告は，「すべての労働可能な人々にとって，有利

な生業の機会が多く存在し，食料品が廉価であ

るという好都合な外的状況」を指摘しながら，

「もっとも，最近既にいくつかの工場では雇用

の制限がなされており，これはなお全般的に広

がっていくことが予想される」と，懸念を表明

していたが， 58年になると，「残念ながら，こう

した好都合な状況は，既に昨年の末の数力月に

は，アメリカから始まった全般的な金融的な混

乱のために，反対に向きを変え始めた。そして，

今年の前半には，我々の市は，商工業の不振，

失業や困窮に悩まされなければならなかった。」

と記していたのである 19)0 

1860年代末から73年まで，救済数が減少しつ

つあった時期の年次報告では，例えば，「商工業

と手工業における景気がついに回復し，また，

食料品価格が異常な高さから低下したことに伴

って，市救貧部に対する要求は次第に少なくな

った」 (69年），「 1年をとおして在宅救済は稀に

みるほど好ましい状態にあった。それは，当地

の営業活動のほとんどすべての部門における旺

盛な活動，良好な健康状態，ほどほどの食料品

価格の結果である」 (70年），「本年1873年には，

有利な生業機会が続き，保健衛生の状況もとく

に良好だったなかで，貧民扶助は1872年と同様

の平穏な経過をたどった」といった叙述が続い

ているが20), 7 4年以降になると逆に，「本年1874

年には，とくに女性や高齢者では有利な生業機

会が少なかったために，貧民扶助では救済者数

が1873年よりも増加した」，「1875年の市救貧部

年次報告で触れられた全般的な生業状況の混乱

は1876年にも継続し，さらに広がった。そのた

19) Beガchtfur das Jahr 1857, S. 19, 21 ; Beガcht
f材rdas Jahr 1858, S. 14. 

20) Bericht fi材rdas Jahr 1869, S. 23-24 ; Beガcht
fur das Jahr 1870, S. 26 ; Beガchtfi材rdas Jahr 
1873, S. 34.ここでは引用を省略したけれども，

1871, 72年の年次報告でも，経済の活況によって救

貧負担が軽減されていることが指摘されている。

Bericht fur das Jahr 1871, S. 35 ; Beガchtfur das 
Jahr 1872, S. 36. 
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第 7表在宅救済の動向 （単位：人，件）

年 平均救済人数 平均救済件数 人 口
平均救済人数 平均救済件数

/100人 /1,000人

1855 2948 902 51,259 5.8 17.6 
56 1973 738 51,632 3.8 14.3 
57 1515 615 52,590 2.9 11. 7 
58 2193 768 53,375 4.1 14.4 
59 1741 651 53,495 3.3 12.2 
60 1521 618 54,002 2.8 11.4 
61 1409 598 56,277 2.5 10.6 
62 1297 568 57,937 2.2 9.8 
63 1205 545 59,774 2.0 9.1 
64 1192 531 61,995 1.9 8.6 
65 1287 565 63,686 2.0 8.9 
66 1354 591 64,963 2.1 9.1 
67 1497 629 65,321 2.3 9.6 
68 1408 584 67,000 2.1 8.7 
69 1062 458 71,000 1.5 6.5 
70 1171 493 72,000 1.6 6.8 
71 1120 489 71,775 1.6 6.8 
72 993 450 74,000 1.3 6.1 
73 980 437 78,000 1.3 5.6 
74 1069 469 80,000 1.3 5.9 
75 1096 476 80,599 1.4 5.9 
76 1287 526 83,600 1.5 6.3 
77 1754 675 86,100 2.0 7.8 
78 1950 736 90,000 2.2 8.2 
79 2082 769 93,530 2.2 8.2 
80 2331 830 93,600 2.5 8.9 
81 2284 843 96,600 2.4 8.7 
82 2244 829 99,100 2.3 8.4 
83 2328 867 101,000 2.3 8.6 
84 2143 826 103,200 2.1 8.0 
85 2096 839 106,700 2.0 7.9 
86 841 109,600 7.7 
87 840 113,000 7.4 
88 844 119,200 7.1 
89 886 123,000 7.2 
90 885 126,200 7.0 
91 2284 1107 128,475 1.8 8.6 
92 2985 1128 130,844 2.3 8.6 
93 2629 1154 133,766 2.0 8.6 
94 3203 1241 135,883 2.4 9.1 
95 3261 1116 138,937 2.3 8.0 
96 2574 1122 142,342 1.8 7.9 
97 2466 1067 145,592 1. 7 7.3 
98 2297 1040 149,766 1.5 6.9 
99 2305 1014 153,348 1.5 6.6 

1900 2227 1085 156,431 1.4 6.9 
01 2853 1222 157,327 1.8 7.8 
02 2978 1183 159,147 1. 9 7.4 
03 2828 1171 161,300 1.8 7.3 
04 2808 1169 162,800 1. 7 7.2 
05 2958 1212 162,700 1.8 7.4 
06 2611 1148 164,000 1.6 7.0 
07 2003 943 165,800 1.2 5.7 
08 2192 957 167,100 1.3 5.7 
09 2456 1039 167,400 1.5 6.2 
10 2211 973 169,500 1.3 5.7 

註： 1891年以降の救済人数， 1903年以降の救済件数はいずれも各年 3月末のもの。
資料： Bericht iiber die Verwaltung und den Stand der Gemeinde-
Angelegenheiten der Stadt Elberfeld fiir das Jahr vom 1. April 1885 bis dahin 
1886, S. 59; Die Verwaltung der Stadt Elberfeld in dem Zeitabschnit 1891 bis 
1902, Teil 1, S. 122-123, 125 ; Jahrbuch der Stadt Elberfeld, 5. Jg:, 1907, S. 126; 
7. Jg., 1909, S. 148 ; Die Verwaltung der Stadt Elberfeld in dem Zeitabschnite 
1900 bis 1910, S. 22 ;Jahrbuch des Statistischen Amtes der Stadt Elberfeld fiir 
1903 und 1904, S. 77 ; Hilfe von Mensch zu Mensch, S. 51. 
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めに，救済者数と在宅救済の支出とは大幅に上

昇した」，「1879年4月1日から1880年にいたる

年にも，生業状況の沈滞がなおも続いているた

めに，救済者数と貧民扶助額は再び上昇し

た。」，「救貧部は，生業の状況が改善され，それ

によって救済の必要が減少することを期待して

いる」，といった文章がならんでいるのであ

る21)0 

しかし，救済の動向は必ずしも景気のそれと

一致していたわけではなかった。というのは，

1つには，不況とそれによる失業の発生に対し

ては市当局が対応策をとり，それが救貧制度の

発動を抑制する方向に作用したからである。例

えば， 1859年の年次報告には，「工場における取

引不振が始まってすぐに，市の道路建設などに

よる他の就業機会が，失業した労働者に提供さ

れたことは，市救貧部にとっては好都合であっ

た。これによって，一方では喜捨を受けること

が習癖になったような者のゆゆしき増加を防ぐ

ことができたし，他方ではこれによって，失業

を口実として安易に市の費用で暮らそうとする

21) Bericht fi材rdas Jahr 1874, S. 36 ; Bericht fi加
das Jahr 1876 und das Quartal Januar/ M叩

1877, S. 38 ; Bericht fiir das Jahr vom 1. Apガl
1879 bis dahin 1880, S. 42, 44.同様の叙述は，

BeガchtJiir das Jahr 1875, S. 26; Beガchtfi材rdas 
Jahr vom 1. April 1877 bis dahin 1878, S. 46 ; 
Beガchtfi材rdas Jahr vom 1. April 1878 bis dahin 
1879, S. 26にもみられる。

なお，年次報告のなかには，こうした景気循環を

とおして産業や雇用の構造が変化しつつあること

を窺わせる叙述も見いだされる。例えば， 1863年に

は染色業の労働者が次第に他の部門で就業するよ
うになっていく様子が記録されているし (Bericht
f材rdas Jahr 1863, S. 18)，また， 76年度には，救

済を必要とするのは失業よりもむしろ，「高齢，病

弱，子供の世話のために，限られた範囲でしか就業

できない人々に，我々の市の多くの工業が一般に提

供している家内就業の多くの機会が，少なくなり，

そこからの収入も少なくなった」ことだとしている

(Beガchtfi材rdas Jahr 1876 und das Quartal 
]anuar/ M加 1877,s. 28.) 

多くの不精者を防ぐことができたからである。」

と記されている。また， 62年のそれは，「喜捨を

受けた者の数は少なく，支出額もそれに対応し

ていた。これは，残念ながら，我々の市におけ

る労働者の生業と扶養との能力についての確か

な尺度ではないということを報告しなければな

らない。」として，救済数が少なかったことと雇

用状況との関連を否定した後，織物業の取引は

まずまずの進行を示す反面， トルコ赤染め業は

不振であり，ボタン労働者の失業もみられるこ

とを指摘している。そして，それに続いて，「貧

民救済を願い出る必要がないようにこれまで必

死に頑張ってきた人々をできれば今後も貧民救

済から守るために，市議会はそうした人々の雇

用を目的とする道路やその他の土木事業を始め

ることを今月 2日に決議し，これは既に始まっ

ている。費用は自治体の財源から賄われる。」と

述べているのである 22)0 

第 2に，コレラや天然痘といった伝染病の発

生23)や戦争時(1859年イタリア戦争， 66年普澳戦

争， 70年普仏戦争）の召集，といった非経済的

な契機も救済の動向に作用した。こうしたこと

によって稼ぎ手を奪われた家族は困窮化しやす

22) Beガchtfur das Jahr 1859, S. 14 ; BeガchtJiir 
das Jahr 1862, S. 13-14.失業者救済策に関する記

述はその後の年次報告には見当たらないが，こうし

た緊急事業は1866年， 90年代前半， 1901-02年， 07-
09年にも行われた。 0.Schwacke, a. a. 0., S. 267-
270. 

23) エルバーフェルトでは1849,59, 66, 67, 71年に

コレラが流行した。 DieNeuordnung, S. 50-51, 59 
-60. 1872年に伝染病院が設立されたことは既に述

べたが，エルバーフェルトでは79年に給水所が完成

し， 84年には下水道の敷設が始まった。 70年代以降

伝染病の流行がみられなくなったことには，こうし

た保健・衛生対策の向上が寄与するところ少なくな

かったであろう。0.Schwacke, a. a. 0., S. 102-131 ; 
H. de Buhr, Sozialer Wandel und Moderne im 
Wuppertal der Grilnderzeit, in ; K.-H. Beeck 
(Hrsg.), Griinderzeit. Versuch einer Grenzbestim-
mung im Wuppertal, Koln 1984, S. 57. 
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い状態におかれたからである。もっとも，「召集

された軍人の家族が困窮に陥った場合の救済は，

貧民救済の 1つとはみなされないし，そうした

ものとして扱われもしない。そうではなくて，

それは市の特別の委員会によって適切な原則に

よって扱われてきた。最後に，コレラに関する

全般的な対策費もまた，勘定のうえでは貧民扶

助費の支出項目には入れられなかった。」(59年）

というように，こうした事態には特別の対応が

とられたようである 24)。また，「本年1871年に

は，昨年の行政報告37ページで表明されたよう

な懸念，即ち，戦争によって引き起こされた就

業関係の混乱がかなり長く続くであろうという

懸念は，幸いにも認められない。……工場経営

の活況によって割のいい生業の機会が増加し，

きわめて豊富になったことは，市の貧民救済に

対する要求が引き続き減少したことでわか

る」25)というように，好況がそうした悪影響を吸

収してしまったこともあった。しかし，「1868年

の初めには，救済の必要性は前年同様なおきわ

めて大きかった。長期間持続するコレラによっ

て多くの家族が稼ぎ手を奪われ，別の家族は少

なくともその生業の能力を損なわれた」といっ

た影響を免れることは難しかったし26)，後にも

触れるように，稼ぎ手を軍事教練や兵役にとら

れたことで母子世帯が市の救済に頼らざるをえ

ないということも少なくなかったのである。

第 3に，救済基準の引き上げや社会保険立法

24) Beガchtfiir das Jahr 1859, S. 14.同様の記述は，

Bericht fiir das Jahr, 1860, S. 12 ; Beガchtfiir das 
Jahr 1866, S. 31にもみられる。

25) Bericht fiir das Jahr 1871, S. 35. 
26) Beガchtfiir das Jahr 1869, S. 23.コレラによっ

て貧民救済数が増大したという，同様の記述は，

Bericht Jiir das Jahr 1866, S. 31; Beガchtfiir das 
Jahr 1867, S. 26; Beガchtfiir das Jahr 1868, S. 30 
にもみられる。

第 63巻第3号

などによる扶養義務者の範囲の拡大， といった

制度の変化も救済の動向を左右した。前者は救

済の対象を拡げることになるし，後者は逆にそ

れを狭めるからである。例えば1875年の年次報

告は次のように記している。「1853年まで振り返

って， 1874年よりもこの支出（在宅救済の支出

ー加来）が多かったのは1868,1867, 1858, 

1855, 1854年だけであり，その他の年にはそれ

よりも少なかった。 1873年以前との比較でいえ

ば1874年の支出の上昇はもっぱら， 1872年 9月

に決められ，その年の末から最初はゆっくりと

導入された救済基準の引き上げによる。」 27)

以上の諸契機とならんで， 19世紀後半から第

1次世界大戦までの時期にはエルバーフェルト

の人口が増加を続けていたことも，貧困者の増

減や救貧活動に影響を与えたものと考えられる。

そして，エルバーフェルト制度にとっても，ま

た，その意味を探るうえでも，より重要なのは

救済の絶対数よりも対人口比の方であろう。そ

こで，その点をみておくこととしよう。人口1000

人当たりの平均救済件数は， 1855年には17.6で

あったが， 60年代初頭に10の水準を割った後も

低下して， 70年代中頃には 6以下にまでなった。

その後， 70年代末から80年代初頭にかけての上

昇，中頃から後半の低下， 90年代前半の上昇，

後半の低下， 1900年代初頭の上昇，その後の低

下，といった変動を繰り返しながら10年前後に

は6に近い水準で増減していた。100人当たりの

平均救済人数もほぼこれに対応した動きを示し

た。即ち，それは1870年代から 2を前後とする

小刻みな変動をくりかえしながら傾向的には低

27) Beガchtfur das Jahr 1875, S. 26.なお，この引

用に続いては，基準引き上げが徐々に実施されたこ

と， 1873年には救済数が72年同様低位であったこ

と，が述べられ，その後で，不況が1874年の救貧負

担を大きくしていることも指摘されている。
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下して， 1910年頃には1.5を切っていたのであ

る。こうして，全体的にみると，エルバーフェ

ルト制度は在宅の救済をきわめて限定的なもの

に絞り込んできたということができよう。

(b) 被救済者の構成

救済の動向を被救済者の世帯形態別・男女別

にみたのが第 8表である。これによると，まず，

救済を新規に受けたり「自立」したり，年々大

きな出入りがあったことがわかる。これは， 1 

回あたり最大14日間という短期の救済を中心に

おいた制度の性格からしても，当然のことであ

ろう。

より立ち入って各年初の状況を世帯形態別・

男女別にみると，男子単身者の救済数は， 1866

年の50から76年の22までにおおよそ半減した後，

90年代までは増加して，その後は80-90といっ

た水準で推移した。女子単身者の場合は66年の

217から70年代の194へと僅かながら減少したが，

80年代の300台をへて90年代から1900年代には

500をこえるまでに増大した。女子被救済者数は

男子の 4倍から 5倍に達していたのである。男

子世帯主における救済数は， 1876年まで減少し，

その後は81-91年の減少， 91-1901年の増加，

01-11年の減少，と140-180の範囲で循環的と

もいうべき動きを示した。女子世帯主の動きも

男子世帯主のそれと似ているが，ここでも，女

子は男子の1.5-1.8倍の高さにあった。遺児の

救済件数は1866年の25から91年の83まで上昇し，

その後1906年に57まで減少したが，それから再

び増加して11年には118であった。こうして，時

期が下がるとともに単身者が世帯主よりも多く

なる傾向にあり，また男女別では，女子の方が

男子よりも多かったことが確認できる。

年間の救済件数の動きや構成は，うえとは大

きく異なっていた。男子単身者の救済数は1866

年ー76年に265から76と3分の 1以下に大きく

減少し， 81,85年には100前後であり，その後は

増加して90年代以降は160前後の水準で推移し

た。女子単身者では，救済数は66-71年に437か

ら315へと減少した後， 1901年には708にまで増

加し，それからやや減少した。しかし， 1891年

以降の変動幅は小さい。それと比較すると，男

子世帯主では大きな変動がみられた。救済件数

は，ここでも1866-76年には633から256へと半

分以下に減少したが，その後は473を最小， 1113

を最大とする振幅の大きい増減を繰り返したの

である。なお，救済数が高い数値を示した1891,

1901年が不況，低くなった1896,1906年が好況

の年にあたっていたことにも留意しておくべき

であろう。女子世帯主での変動パターンは，男

子世帯主のそれと女子単身者のそれとの中間的

なものであった。即ち，ここでも世帯主男子の

場合に似た増減がみられたが，その振幅はより

小さく，また， 85年の515から1901年の742まで

増加してその後減少しているという点では，女

子単身者の場合と類似した動きだったのである。

遺児の救済件数の推移はうえのいずれとも異な

っており， 1871年に僅かな減少がみられた後，

90年代まで増加し続け， 1901,06年と減少した

後， 11年には著増した。以上のような年間の救

済数を全体としてみると，男子単身者が相対的

に少なく，女子単身者，男子と女子の世帯主が

相拮抗する水準にあったことがわかる。

うえでみたような，年初と年間の救済件数の

ずれは，救済をうける性格，従って救済を受け

る期間が世帯形態によってまた男女間で異なっ

ていたことを予想させる。この点をみるために

継続的な救済と一時的なそれとの割合をみたの

が第 9表である。これによると，年間をとおし

て継続的に救済を受けた者の割合は女子単身者

- 17 -
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第 8表 エルバーフェルトの在宅救済の構成と変化 （単位：件，人）

家 族
単身者

年 I 動向 1 世帯主
遺 児 合 計

成員
男女男女 数 件数 人数救済件数

年 初 50 I 217 I 96 I 138 I 603 I 25 I 24 I 1129 I 525 

新 規 215 I 220 I 537 I 298 I 2640 I 29 I 27 I 3939 I 1297 

1866 ¥救済合計
------------" -------------,-----------------------------------------------------・-------------------------------------

265 I 437 I 633 I 436 I 3243 I 54 I 51 I 5068 I 1822 ----------------------------------・--------------------------. -------------. ------------・--------------------------. ---------. 
-------—ロー― -----？ 1 2_ -------1 8-6 _ --------4§1 --------2-5 4-------2-331 ---------1-8 ----------18 -------3-48 8-------1151 自 上

年末 53 I 251 I 152 I 182 I 906 I 36 I 33 I 1580 I 671 
年 初 29 I 194 I 102 I 180 I 758 I 34 I 31 I 1297 I 536 

新 規 77 I 121 I 219 I 170 I 1192 I 15 I 13 I 1794 I 600 ------------
1871 ¥救済合計

--------------------------,-----------------------------------------------------・------------------------------------. 
106 I 315 I 321 I 350 I 1950 I 49 I 44 I 3091 I 1136 --------------------------,-----------------------------------------------------・------------------------------------. 

自 立 78 I 136 I 232 I 206 I 1350 I 14 I 13 I 2016 I 665 
年末

-------------・--------------------------
28 I 179 I 89 I 144 I 600 I 35 I 31 I 1075 I 471 

年 初 22 I 194 I 63 I 17 4 I 657 I 58 I ・ 50 I 1168 I 503 

新 規 54 I 131 I 193 I 281 I 1409 I 34 I 27 I 2102 I 686 ---------------------------------
1876 I救済合計

------・-------------------------- -------------・--------------------------
76 I 325 I 256 I 455 I 2066 I 92 I 77 I 3270 I 1189 ------------

自立
-------------・------ ---------------------------------------・--------------------------. -------―ー・

47 I. 123 I 165 I 256 I 1232 I 31 I 25 I 1854 I 616 
年末

--------------------------・-------------------------- ----------
29 I 202 I 91 I 199 I 834 I 61 I 52 I 1416 I 573 

年 初 49 I 302 I 186 I 319 I 1662 I 68 I 54 I 2586 I 910 

新 規 66 I 125 I 441 I 282 I 2704 I 49 I 31 I 3667 I 945 

1881 ¥救済合計
--------------------------・--------------- --------------------------・--------------------------

115 I 427 I 627 I 601 I 4366 I 117 I 85 I 6253 I 1855 --------------------------・--------------------------. --------------------------・--------------------------. ---------. 
自立 61 I 124 I 486 I 321 I 2948 I 45 I 30 I 3985 I 1022 
年末

--------------------------------・-------------------------- -------------・------------- ----------
54 I 303 I 141 I 280 I 1418 I 72 I 55 I 2268 I 833 

年初 61 1・ 337 I 148 I 261 I 1384 I 76 I 59 I 2267 I 866 
新規 33 I 121 I 325 I 254 I 2120 I 65 I 40 I 2918 I 733 

1885 ¥救済合計
-------. --------------------------,-------------. -------------------------

94 I 458 I 473 I 515 I 3504 I 141 I 99 I 5185 I 1639 ー自-----------------------------------e---------------------------------------------------・--------------------------
立 29 I 111 I 341 I 275 I 2290 I 43 I 32 I 3089 I 788 -----------------

年末
----------------------・------------- ---------------------------------・----------------

65 I 34 7 I 132 I 240 I 1212 I 98 I 67 I 2096 I 851 
年初 85 I 422 I 141 I 247 I 1286 I 103 I 83 I 2284 I 978 

新 規 77 I 225 I 713 I 296 I 4164 I 39 I 36 I 5514 I 1347 ------------------------
1891 ¥救済合計

- ·~ ------------ -----------••一 -----------------------囀•--・--------------------------
162 I 647 I 854 I 543 I 5450 I 142 I 119 I 7798 I 2325 -------------------------------------,-----------------------------------------------------・-------------. ------------. ---------. 

自 立 76 I 164 I 600 I 277 I 3630 I 66 I 54 I 4813 I 1171 ・----------------
年末

----------------------,-------------. ---------------------------------------・-------------. ------------. ---------. 
86 I 483 I 254 I 266 I 1820 I 76 I 65 I 2985 I 1154 

年 初 88 I 533 I・ 165 I 278 I 1422 I 88 I 77 I 2574 I 1141 

新規 69 I 153 I 423 I 303 I 2849 I 52 I 42 I 3849 I 990 

1896 ¥救済合計
--------------------------,-------------. ---------------------------------------・-------------. ----------------------. 

157 I 686 I 588 I 581 I 4271 I 140 I 119 I 6423 I 2131 ---------------------------------------・-------------. ------------ -------------・-------------. ------------
75 I 145 I 438 I 323 I 2920 I 54 I 43 I 3957 I 1024 自立--------------------------------------,-------------. -------------------------

年末 82 I 541 I 150 I 258 I 1349 I 86 I 76 I 2466 I 1107 

年初 77 I 525 I 185 I 294 I 1707 I 65 I 58 I 2853 I 1139 

新 規 82 I 183 I 928 I 448 I 5776 I 49 I 31 I 7466 I 1672 
1901［救済吾計― ------i5釘―-----70-8―-------iii3---------742… ----7稔―3--------―ii-4―----------8-9―-----i面i釘―--―涵ii

---------------------------------------,--------------- ------------

自-----―立――-----＿82---------118---------90_6---------425_----＿亙696----------54;------＿立9_------73-41------＿1-630. 
年 末 77 I 530 I 207 I 317 I 1787 I 60 I 50 I 2978 I 1181 
年 初 96 I 549 I 168 I 278 I 1450 I 70 I 57 I 2611 I 1148 

新規 57 I 135 I 354 I 322 I 2840 I 54 I 34 I 3762 I 902 ------------ --・-----------------------------------------------------・--------------------------
1906 ¥救済合計 153 I 684 I 522 I 600 I 4290 I 124 I 91 I 6373 I 2050 ----------------------

自
-----------------・-------------. ---------------------------------------,------------------------------------. 

立 63 I 209 I 404 I 403 I 3254 I 37 I 28 I 4370 I 1107 
年末

--------------------------・-------------. ---------------------------------------,-------------------------------------
90 I 475 I 118 I 197 I 1036 I 87 I 63 I 2003 I 943 

年 初 95 I 407 I 139 I 206 I 1136 I 164 I 118 I 2147 I 965 

新規 70 I 147 I 449 I.363 I 3278 I 166 I 141 I 4473 I 1170 . -----------. ---------------------------------------. ---------------------------------------,--------------------------. ----------
1911 ¥救済合計 165 I 554 I 588 I 569 I 4414 I 330 I 259 I 6620 I 2135 ------------. --------------------------,-------------. ------------. --------------------------,--------------------------. ----------

自立 64 I 121 I 450 I 324 I 3155 I 126 I 99 I 4240 I 1058 -----------. --------------------------,-------------. ------------. --------------------------,-------------------------------------
年 末 101 I 433 I 138 I 245 I 1259 I 204 I 160 I 2380 I 1077 

資料： StatistischeDarstellung des Stadtkreises Elberfeld unter besonderer Berilcksichtigung der Ver:脳ltnisseder 
]ahre 1864, 1865, 1866 und 1867, Elberfeld 1869, S. 10 ; Bericht fiir das Jahr 1872, S. 29 ; Bericht fiir das 
Jahr vom 1. April 1877 bis dahin 1878, S. 33 ; Bericht fiir das Jahr vom 1. April 1882 bis dahin 1883, S. 
44; Beガchtfiir das Jahr vom 1. Apガl1885 bis dahin 1886, S. 61; Die Ve加 altungder Stadt Elberfeld in dem 
Zeitabschnit 1891 bis 1902, Teil 1, S. 122-123 ; Jahrbuch der Stadt Elberfeld, 5. Jg., 1907, S. 126 ; Jahresbericht 
iiber die Armen-, Waisen-und Wohlfahrtspflege der Stadt Elberfeld Jiir das Rechnungsjahr 1911, S. 21. 
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エルバーフェルト制度の展開 (1) 

第 9表継続救済と一時救済 （単位：人：％）

単 身 者 世 帯 主
遺 児

年 男 子 女 子 男 子 女 子

継続 一 時 継 続 一時 継続 一時 継続 一時 継続 一時

1871 7 (9) 70 (91) 130 (54) 110 (46) 32 (14) 201 (86) 89(36) 159 (64) 24 (65) 13 (35) 

76 16 (22) 58 (78) 153 (54) 131 (46) 41 (18) 183 (82) 115 (27) 308 (73) 35 (46) 41 (54) 

81 33 (35) 62 (65) 240 (60) 157 (40) 52 (11) 422 (89) 167 (33) 334 (67) 40 (49) 42(51) 

85 47(52) 43 (48) 276 (61) 173(39) 68 (17) 335 (83) 146(32) 317(68) 39 (39) 60 (61) 

1891-1902 690 (45) 852 (55) 5129 (67) 2562 (33) 970 (14) 5913 (86) 1820(30) 4344 (70) 558 (48) 613 (52) 

1906 72 (52) 67(48) 409(62) 251 (38) 71 (17) 342 (83) 115 (23) 384 (77) 44(49) 45 (51) 

11 66 (43) 87 (57) 351 (66) 184 (34) 63 (15) 361 (85) 126 (26) 354 (7 4) 83 (33) 165 (67) 

註： 1) 「継続救済」とは， 1年をとおして救済を受けること，「一時救済」とは， 1年のある期間だけ救

済を受けることをいう。

2) 「継続救済」と「一時救済」との合計が第 8表における「救済合計」と一致しないのは， 1年のう

ちで断続的に複数回の救済を受けた者がいたためである。

資料：第 8表に同じ。

で最も高く，しかもそれは時期とともに上昇し

て1880年代以降は60％をこえ， 3分の 2を占め

ることもあった。男子単身者の場合も， 71年に

は約 9％と低位であった継続救済が85年以降は

45-50％にまで上昇した。それとは逆に，世帯

主では一時救済の割合が高く，とくに男子では

1871年から1911年まで一貫して80％以上がそこ

に含まれていた。女子の場合にも，時期が下が

るに従って一時救済の割合は増大し， 20世紀に

はいるとそれが全体の 4分の 3を占めるように

なった。

つづいて，被救済者の年齢構成をみよう。第

10表によると，ここでは時系列的には大きな変

化がみられない。他方で，単身者と世帯主とで

は被救済者の年齢構成は大きく異なっていた。

即ち，単身者の場合， 60歳以上の高齢者がほぼ

80％を占めていた。ことに，女子では高齢者へ

の集中が顕著であった。これに対して，世帯主

の場合には，年によってややバラツキがあるも

のの，約 3分の 2は30-50歳の層に属していた。

男女別にみると，女子の場合には， 30-40歳が

40％以上を占め，これと40-50歳をあわせると，

全体の 4分の 3以上がここに属していた。これ

に対して，男子の場合には，より高年齢層に重

心をおきながら分散度が大きかった。 50歳以上

もかなり多く， 70歳以上も10％をこえる割合を

占めていたのである。

短期の救済を旨とするこの制度の下では，救

済を新規に受けたり「自立」したり，といった

動きが常時みられたことは，既にみたとおりで

ある。年々の新規の救済受給者について，その

理由を整理したのが第11表である 28)。これによ

ると， 1866年には「失業・収入不足」が約65%,

「疾病」が約35％を占め，救済を受ける 2大理

由であった。その後70年代には「失業・収入不

足」の割合が減少し，「疾病」のそれが増加した

が，ここで何よりも目立つのは「稼ぎ手の不在」

が救済理由として急増していることである。女

子世帯主の場合，それは76年には救済理由のほ

ぼ半ばを占め，その後もきわめて高い割合を占

め続けたのである 29)0 

1879年度からは救済理由として「労働不能」
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経済学研究第 63巻第3号

第10表在宅被救済者の年齢構成 （単位：人，％）

年 種別 30歳未満 30-40歳 40-50歳 50-60歳 60-70歳 70歳以上 合 計
単身者 5(1.8) 12 (4.4) 19(7.0) 34 (12. 5) ） 98 (（ 35. 9) 105 (38. 5) 273 (100. 0) ） 

1867 世男帯子主 29 (8. 7） ) 126(38.0) 90 (（27.1) ） 23(6.9 44 13.3) 20(6.0) ） 332(100.0 
5(4.0 42(33.3) 20 15.9 14 (11.1) 30(（ 23.8) 15 (（ 11. 9 126 (100. 0) 

女 子 24(11. 7) 84(40.8) 70(34.0) 9 (4.4) 14 6.8) 5 2.4) 206(100.0) 
単身者 1(（（ 0.5) ） 5(｛ 2.4) 10(｛ 4.8) 16(（ 7.7) 76(36.7) 99(（（ 47.8) ） 207 (（ 100. 0) 
男 子 1 3.7 2 7.4) 3 11.1) 2 7.4) ） 6(｛ 22.2) 13 48.1 27 100.0) 

1871 女 子 0 0.0) 3 1. 7) 7 3.9) 14(｛ 7.8 70 38. 9) 86 47.8) 180 (100. 0) 

世男帯子主 18（（ (7. 7） ) 73(31.3｝ ) 59（(25.3) ） 22 9. 4) 27 11. 6) 34(（14.6) ） 133 (（ 100. 0) 
4 4.7 12(（ 14.0 17 19.8 10 11. 6) 19(（ 22.1) 24 27.9 86 100.0) 

女 子 14 9. 5) 61 41.5 42(28.6) 12(8.2) 8 5.4) 0 (6.8) 147(100.0) 
単身者 3 (1. 3) 8 (（ 3. 5) 9 (3. 9) 19(8.2) ） 74(（ 32.0) 118 (51.1) 231(100.0) 
男 子 1(（ 3.4) 1 3.4) 1(3.4) 4(｛ 13.8 7 24.1) ） 15 (51 7) 29 (100. 0) 

1876 女 子 2 1.0) 7 (3.5) 8(4.0) 15 7.4) 67(33.2 103(51.0) 202(（ 100.0) 
世帯主 26(9.0) 126(43.4) 74(25.5) 26 9. 0) 18(6.2) 20 (6. 9) 290 100.0) 
男 子 4 (4.4) 26(28.6) 17(（ 18. 7) 17(18.7) ） 14(（ 15.4) 13(14.3) 91(100.0) 
女 子 22 (11.1) 100 (50. 3) 57 28.6) 9(4.5 4 2.0) 7 (3. 5) 199(100.0) 
単身者 5 (（ 1. 4) 12 (（ 3. 4) 25 (（ 7.1) 40(11.4） ) 105 (29. 9) 164(46. 7) ） 351(100.0) ） 

塁
子 0 0.0) 0 0.0) 5 10. 2) 5(10.2 21(42.9) 18(36.7 49(100.0 

1881 子 5(1. 7) ｝ 12(4.0) 20(6.6) 35 (11. 6) 84(27.8) 146(（48.3) ） ） 302(｛ 100.0) 
世帯主 45(8.9 195(38.6) 147 (29-.1) 57(｛ 11.3) 32(6.3) ） 29 5.7 505 100.0) 
男 子 14(（ 7.5 47(25.3) ） 56(30.1) ） 26 14.0) 22 (11. 8 21 (（ 11.3 186 100.0) 
女 子 31 9.7 148(46.4 91(28.5 31 9. 7) 10 (3.1) 8 2.5) 319 100. 0) 
単身者 6 (1. 5) 8 (1. 9) 24(5.8) 41(10.0) ） 125(（ 30.3) 208(50.5) 412 (100. 0) ） 
男 子 2 (（ 3.1) 3 (4. 6) 2 (3.1) 6(9.2 21 32.3) 31(47.7) ） 65(｛ 100.0 

1885 女 子 4 1.2) 5(｛ 1.4) 22(6.3) ） 35 (（ 10.1) 104 (30. 0) 177 (51. 0 347 100.0) 
世帯主 20 (（ 5. 4) 167 44.9) ） 94(｛ 25.3 35 9. 4) 23 (6. 2) ） 33(（ 8.9) 372 100.0) 
男 子 3 2.3) 28 21.2 33 25. 0) 19(14.4) 21(（ 15.9 28 21. 2) 132 100.0) 
女 子 17(7.1) 139(57.9) 61 25.4) 16(6. 7) 2 0.8) 5 (2.1) 240(100.0) 
単身者 9 (（ 1. 6) 18(（3.2) ） 29(（ 5.1) 81 (14. 2) 189 (33. 2) 243 (（ 42. 7) 569(100.0) 
男 子 2 2.3) 6 7.0 8 9.3) ） 10 (11. 6) 21 (24. 4) 39 45.3) ） 86 (100. 0) 

1891 女 子 7 (1.4) ） 12(2.5) 21（ (4.3 71 (14. 7) 168(34.8) ） 204(（ 42.2 483 (100. 0) 
世帯主 53(10.2 187(36.0) 166 31.9) 45 (（ 8. 7) 38(7.3 31 6.0) 520 (（ 100.0) 

塁
子 25 (9. 8) 65 (25. 6) 77 (30. 3) 22 8. 7) 36(（ 14.2) 29(11.4) 254 100.0) 
子 28 (10. 5) 122 (45. 9) 89(33.5) 23(8.6) 2 0.8) 2 (0. 8) 166(100.0) 

単身者
16（(（（ 2.6) ） ） ） 13（(（（ 2.1) ） ） 

24 (（ 3. 9) 70(｛ 11.2) 188(30.2) 312 (50.1) ） 623(1｛ 00.0) 
男 子 2 2.4 1 1.2 6 7.3) ） 10 12.2) 28(（ 34.1) 35(42.7 82 100.0) ｝ 

1896 女 子 14 2.6 12 2.2 18(3.3 60 11.1) 160 29.6) 277 (51. 2) 541 100.0 
世帯主 32 7.8 143 35.0) 135(｛ 33.1) 39(9.6) 26 (6. 4) ） 33 (8.1) 408 100.0 

塁
子 3(2.0) 25(（ 16. 7) 42 28.0) 21(（ 14.0) 26(17.3 33 (（22. 0) ） 150 (（ 100. 0) 
子 29(11.2) 118 45. 7) 93 36.0) 18 7. 0) 0 (0. 0) 0 0.0 258 100.0) 

単身者 8 (1. 3) 18(3.0) 26(（ 4.3) 70(11.5) 226(37.2) 259 (42. 7) ） 607 (（ 100. 0) 
男 子 2(｛ 2.6) 5 (（ 6. 5) 7 9.1) 12 (15. 6) 23(（ 29.9) 28((34 6.4 77 100.0) 

1901 女 子 6 1.1 13 2. 5) 19(3.6) ） 58(（ 10.9) 203 38.3) 231 3.6) 530(100.0) ｝ 
世男帯子主

54 10.3） ) 193(（ 36.8) 156(29.8 56 10. 7) 39 (7. 4) 26(5.0) ） 524(100.0 
11(5.3) 57 27. 5) 53(25.6) 26(12.6) 36(（ 17.4) 24 (11. 6 207(（ 100.0 

女 子 43(13.6) 136(42.9) 103(32.5) 30 (9. 5) 3 0. 9) 2 (0. 6) 317 100.0) 
単身者 10(i 1.8) 20(｛ 3.5) 16(（ 2.8) 62 (11.0) ） 197(｛ 34.9) 260 (（ 46. 0) 565 (100. 0) 

慶
子 2 2.2) 5 5.6) ） 1 1.1) ） 10(（ 11.1 36 40.0) 36 40.0) 90 (100. 0) 

1906 子 8 1. 7) 15 3.2 15(3.2 52 10.9) 161 33.9) 224(｛ 47.2) 475(100.0) ） 
世帯主 29（(9.2) ） 128(40.6) ） 85 (27. 0) 27(8.6) 28 (（ 8. 9) 18 5. 7) 315(（ 100.0 
男 子 2 1. 7 28(23.7 29(（ 24.6) 19 (16.1) 24 20.3) 16 13.6) 118 100.0) 
女 子 27(13.7) 100 (50. 8) 56 28.4) 8 (4.1) 4 (2. 0) 2(1.0) 197 (100. 0) 
単身者 7 (1. 3) 18(｛ 3.4) 37(6.9) 67(i 12.5) 159 (29. 8) 246 (46.1) 534 (100. 0) ） 
男 子 2(2.0) 5 5.0) 

8(i 7.9) 
23 22.8) 24(23.8) 39(38.6) 101(100.0 

1911 女 子 5 (1. 2) 13 3.0) 29 6. 7) 44 10.2) 135 (31. 2) 207(47.8) 433 (100. 0) 
世帯主 42 (11.0) 161 42.0) 95 24.8) ） 39 10.2) 27(｛ 7.0) 19(5.0) 383 (100. 0) 
男 子 6 (4. 3) 40（(29.0) ） 30 21. 7 21 15.2) ） 23 16. 7) 18(（ 13.0) 138 (（ 100. 0) 
女 子 36(14.7) 121 49.4 65 26.5) 18(7.3 4 1.6) 1 0.4) 245 100.0) 

資料： Verhandlungender Hauptversammlung der stiidtischen Armenverwaltung vom. 14. Januar 1867 und 
30. Januar 1869 mit den ]ahresbeガchtenfur 1866 und 1867, S. 32-33 ; Beガchtfur das Jahr 1872, S. 32 ; 
Beガchtfur das Jahr vom 1. April 1877 bis dahin 1878, S. 32 ; Beガchtfur das Jahr vom 1. April 1882 bis 
dahin 1883, S. 43; Beガchtfur das Jahr vom 1. April 1885 bis dahin 1886, S. 60 ; Die Verwaltung der Stadt 
Elberfeld in dem Zeitabschnit 1891 bis 1902, Teil 1, S. 121; Jahrbuch der Stadt Elberffeld, 5. Jg., 1907, S. 126; 
]ahresbeガchtilber die Armen-, Waisen-und Wohlfahrtspflege der Stadt Elberfeld fur das Rechnungajahr 1911, 
s. 22. 
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エルバーフェルト制度の展開 (1) 

第11表救済を受けた理由 （単位：人，％）

年 種 別 失業・収入不足 労働不能 疾 病 稼ぎ手の不在 一時的困窮 合 計

男子単身者 121(56.3) 94 (43. 7) 215(100.0) 

女子単身者 154(70.0) 66 (30. 0) 220 (100. 0) 

1866 男子世帯主 329(61.3) 208 (38. 7) 537 (100. 0) 

女子世帯主 201(67.4) 83(27.9) 14(4.7) 298(100.0) 

合計 805 (63. 4) 451(35.5) 14(1. 1) 1270(100.0) 

男子単身者 38 (49.4) 39(50.6) 77(100.0) 

女子単身者 67(55.4) 52(43.0) 2 (1. 7) 121(100.0) 

1871 男子世帯主 100 (45. 7) 119 (54. 3) 219(100.0) 

女子世帯主 82(48.2) 67(39.4) 21(12.4) 170 (100. 0) 

合計 287(48.9) 277(47.2) 23(3.9) 587 (100. 0) 

男子単身者 27(50.0) 27 (50. 0) 54 (100. 0) 

女子単身者 75(57.8) 50(37.9) 7 (5. 3) 132 (100. 0) 

1876 男子世帯主 106(55.2) 84(43.8) 2(1.0) 192(100.0) 

女子世帯主 68(24.2) 77、(27.4) 136(48.4) 281(100.0) 

合 計 276 (41. 9) 238(36.1) 145(22.0) 659 (100. 0) 

男子単身者 13(11.3) 55(47.8) 32(27.8) 15(13.0) 115 (100. 0) 

女子単身者 42(9.8) 223 (52. 2) 133(31.1) 29(6.8) 427 (100. 0) 

1881 男子世帯主 114 (18. 2) 41(6.5) 250 (39. 9) 222 (35.4) 627(100.0) 

女子世帯主 33(5.5) 7 (1. 2) 83(13.8) 433(72.0) 45(7.5) 601(100.0) 

合計 202 (11. 4) 326 (18. 4) 498(28.1) 433 (24. 5) 311 (17.6) 1770(100.0) 

男子単身者 4(4.3) 58 (61. 7) 23 (24. 5) 9 (9. 6) 94 (100. 0) 

女子単身者 10(2.2) 318 (69. 4) 106 (23.1) 24(5.2) 458(100.0) 

1885 男子世帯主 71(15.0) 49(10.4) 202 (42. 7) 151(31. 9) 473(100.0) 

女子世帯主 59 (11.5) 6 (1. 2) 48 (9.3) 342(66.4) 60(11.7) 515(100.0) 

合計 144 (9.4) 431(28.0) 379(24.6) 342 (22. 2) 244(15.8) 1540 (100. 0) 

男子単身者 322(18.6) 968(55.8) 341 (19. 7) 104(6.0) 1735 (100. 0) 

女子単身者 803 (10. 0) 5061(63.2) 2013(25.1) 137 (1. 7) 8014 (100. 0) 

1891-1902 男子世帯主 3624(40.3) 642 (7.1) 2960(32.9) 1759(19.6) 8985 (100. 0) 

女子世帯主 1411 (19. 6) 22(0.3) 646(9.0) 4837(67.1) 297 (4.1) 7213(100.0) 

合 計 6160 (23. 7) 6693(25.8) 5960(23.0) 4837(18.6) 2297 (8. 9) 25947(100.0) 

男子単身者 44(28.8) 76(49.7) 32(20.9) 1 (0. 7) 153(100.0) 

女子単身者 89(13.0) 447(65.4) 146 (21. 3) 2 (0.3) 684(100.0) 

1906 男子世帯主 241(46.2) 64(12.3) 208(39.8) 9 (1. 7) 522(100.0) 

女子世帯主 109 (18. 2) 10 (1. 7) 45 (7. 5) 433 (72. 2) 3 (0. 5) 600(100.0) 

合計 483(24.7) 597(30.5) 431(22.0) 433 (22.1) 15 (0. 8) 1959(100.0) 

男子単身者 42(25.5) 94(57.0) 28(17.0) 1(0.6) 165 (100. 0) 

女子単身者 34(6.1) 394 (71.1) 121(21.8) 5 (0. 9) 554(100.0) 

1911 男子世帯主 317(53.9) 49(8.3) 195(33.2) 27(4.6) 588 (100. 0) 

女子世帯主 170(29.9) 12 (2.1) 47(8.3) 332(58.3) 8 (1. 4) 569(100.0) 

合計 563(30.0) 549(29.3) 391(20.8) 332 (17. 7) 41 (2.2) 1876 (100. 0) 

資料： StatistischeDarstellu喝 desStadtkreises Elberfeld, S. 105 ; Beガchtfi材rdas Jahr 1872, S. 29; Beガchtfur 
das Jahr vom 1. APガl1877 bis dahin 1878, S. 33 ; Beガchtfur das Jahr vom 1. Apガl1882 bis dahin 1883, 
S. 44; Beガchtfur das Jahr vom 1. Apガl1885 bis dahin 1886, S. 61 ; Die Verwaltung der Stadt Elberfeld in 
dem Zeitabschnit 1891 bis 1902, Teil 1, S. 124; ]ahrbuch der Stadt Elberfeld, 5. Jg., 1907, S. 127; 9. Jg., 1911, 
S. 150. 
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という項目が新たに設けられ，それは翌80年度

には，より具体的に「本人ないし世帯主の生業

不能，老衰，疾患」と改められた。さらに81年

度からは「一時的困窮」という項目も新設され

た30)。そのために，救済理由の各項目が占める割

合もそれ以前とは大きく異なることとなった。

全体でみると，「失業・収入不足」は81年の11%

から1911年には30％にまで増大して同年には最

大項目となり，「労働不能」も同じ期間に18％か

28) これまでに入手した資料でみる限り，救済を受け

た理由が集計されるようになったのは1860年代中

頃からのようである。 Beガchtfiir das Jahr 1868, 
S. 26 ; Statistische Darstellung des Stadtkreises 
Elbeガeldunter besonderer Beriicksichtigung der 
Verhiiltnisse der Jahre 1864, 1865, 1866 und 
1867, Elberfeld 1869, S. 104-105.おそらくは貧民

扶助員による貧困者の聞き取りを基礎として集計

がなされたのであろうが，その基準などは明らかで

はない。また，後にも触れるように，その後項目の

とり方にも変化がみられた。そうした統計上の問題

点が残されていることも確認しておかねばならな

い。バルケンホールもまた，エルバーフェルトやド

ルトムントなどと比較しながらデュッセルドルフ

の救貧活動を分析するなかで，救済理由の統計の基

準が曖昧であることを指摘している。B.Balkenhol, 
Armut und Arbeitslosigkeit in der Industガrilisie-
加 ngdargestellt am Beispiel Diisseldoifs 1850-
1900 (= Studien zur Diisseldoガer Wirtschaftsge-
schichte, Heft 3), Dilsseldorf 1976, S. 107. 

29) 第11表で「稼ぎ手の不在」としてあげたものは，

その内訳がより詳しく集計されている場合もある。

即ち， 1876年には136件のうち「夫の死亡」が17件，
「夫ないし息子の軍事教練への召集」が66件，「夫の

家族遺棄」が25件，「夫ないし息子の投獄」が28件で

あった。 81,85年にはそれは，「夫の死亡と離婚」と

「夫の投獄や兵役を含む遺棄された妻」という 2つ
の項目からなっており，それぞれ， 433件のうちの

244件と189件， 342件のうちの179件と163件であっ

た。 91-1902年以降はこれらが一括して示されてい

る。女子世帯主の場合に「稼ぎ手の不在」による救

済がなぜ急増し，その後も高い割合を占め続けたの

か，は明らかではない。これに関しては， 1878年度

の年次報告に，「夫に遺棄された妻の側からの貧民

救済の要求が昨年のように多かったことはこれま

でになかった」という記述がみられるだけである。

Bericht fiir das Jahr vom l. April 1878 bis dahin 
1879, S. 26. 

30) Beガchtfiir das Jahr vom 1. April 1880 bis 
dahin 1881, S. 30 ; Beガchtfiir das Jahr vom 1. 
April 1881 bis dahin 1882, S. 33; Beガchtfiir das 
Jahr vom 1. April 1882 bis dahin 1883, S. 44. 

第 63巻第3号

ら29％へと10ポイント以上の増加を示した。そ

れに対して，「疾病」は1881年の28％から1911年

の20％へ，同じ期間に「稼ぎ手の不在」は25%

から18％へ，「一時的困窮」は18％からほとんど

意味をもたないまでに，その比重を低下させた。

こうして， 1911年には「失業・収入不足」と「労

働不能」とがそれぞれ30％を，「疾病」と「稼ぎ

手の不在」が20％前後を占めていたのである。

より立ち入ってみると，ここでも世帯形態別，

男女間で大きな相違がみられた。単身者の場合

には「労働不能」の占める割合が高く，とくに

女子単身者ではそれは1881年の52％から1911年

の71％にまで上昇した。男子単身者でも「労働

不能」が救済を受けた理由の過半を占めていた。

女子単身者では，ややその比重を低めたとはい

ぇ，「疾病」も多く， 1911年にそれは20％以上を

占めていた。男子単身者の場合にも「疾病」は

かなりの割合を占めたが，それは1881年の28%

から1911年の17％にまで低下した。他方ここで

は，女子単身者ではほとんど意味をもたなかっ

た「失業・収入不足」が1881年の11％から1911

年には26％にまで上昇した。男子世帯主では，

1881年に35％を占めた「一時的困窮」が急減し

て今世紀にはいると 5％以下に減少してほとん

ど意味をもたなくなり，他方では「失業・収入

不足」が増大して1911年には過半を占め，「疾病」

の割合も30-40％で，これらが 2大理由をなす

ようになった。女子世帯主の場合には， 60％近

くを占めた「稼ぎ手の不在」に次いで，「失業・

収入不足」も急速にその割合を高めた31)。

以上，被救済者の構成を種々の面からみてき

31) バルケンホールも，エルバーフェルトとデュッセ

ルドルフにおける救済受給の理由として，世帯主の

場合は失業が，単身者に場合は労働不能，とくに老

衰が多数を占めたことを結論としている。 B. Bal-
kenhol, a. a. 0., S. 112. 
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た。それらを総合してみると，エルバーフェル

トにおいて救済を受けていた貧困者は，次第に

次のような類型を中心に構成されるようになっ

ていったことがわかる。 (1)大部分の女子単身者

と多くの男子単身者に代表されるように，高齢

などの理由から労働不能であり，そのために継

続的に救済を受けていた者，（2）母子世帯で継続

的ないし一時的な救済を受けている者，（3）大部

分の男子世帯主や一部の男子単身者および女子

世帯主がそうであったように，疾病や失業によ

る困窮化のために，一時救済を受けた者，であ

る32)。

32) バルケンホールによれば，被救済者の類型と救済

の種類，とくに期間との関係については，デュッセ

ルドルフの場合には，（1）長期の救済を受ける者では

高齢者が多いが，短期の救済については30-50歳が

多数を占め，（2）短期の救済を受ける者では男性が多

く，・長期については男女間のそうした相違がみられ

なかった。 B.Balkenhol, a. a. 0., S. 100.なお，同

所では，農村部では長期の被救済者が相対的に多

く，都市部ではその逆であることも指摘されてい

る。

- 23 -




